那須高原クロスロード振興会 会則
	１．総則
	

	(名称)
	この会は『那須高原クロスロード振興会』と称する。

	(事務所)
	この会の事務所は事務局宅に置く。

	
	

	２．目的及び事業
	

	(目的)
	雄大な自然と歴史のある那須高原に「人がきらめき、緑かがやくまち」を目指して、住む人、観光に来る人、仕事をする人にとって、魅力的で活気と調和のあふれるまちづくりを会員相互で考え、私達の那須を日本全国に誇れるまちにするために、積極的に参加活動することを会の目的とする。但し、宗教、思想、政治は一切この会に持ち込まない。

	　(事業)
	・この会は、目的を達成するため、必要な部を設け事業を行う。

	
	

	３．会員
	

	　(種別)
	・正会員：この会の目的に賛同して入会し会費を納入した個人

	
	・特別会員：役員会で認め会費を免除した個人

	　(入会)
	・この会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を事務局に提出するものとする。

	
	・役員会は、前項の入会申込者が、この会の目的に賛同し、事業に協力できる者と認めるときは、入会を承諾し、これを通知するものとする。

	
	・役員会は、入会を認めないときは、速やかに理由を付して、本人にその旨を通知するものとする。

	　(会費)
	・会員は、毎年会費を納入しなければならない。

	
	・会費の額は年額6000円とする(途中入会者は月割りとする)。

	　(退会)
	・会員は、退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。

	
	・年２回以上、本人、代理人のいずれかの出席が無い場合、役員会は会員に対して出席できない理由を聴取のうえ、場合によっては退会を勧告することができる。

	
	・会費を１年以上未納したときは、退会とする。

	　(搬出金品の不返還)
	・既納の会費、その他の搬出金品は返還しない


	４．役員
	

	　(役員の種別及び定数)
	・この会に次の役員を置く

	
	(1)代表　　1名

	
	(2)副代表　2名

	
	(3)事務局　1名

	
	(4)書記　　1名

	
	(5)会計　　1名

	　(監査)
	・この会に監査を１名置く

	　(相談役)
	・この会に相談役を置くことができる

	　(役員・監査の選任)
	・役員は総会において過半数(委任状を含む)をもって選任する

	
	・監査は、会員より選出する

	　(役員の任期)
	・役員の任期は2年とし、4年を限度とする。

	
	

	５．部長・副部長
	・この会の各部会に部長・副部長を置くことができる

	
	(1)部長

	
	(2)副部長

	　(部長・副部長の選任)
	・部長及び副部長は部会において選任する

	
	

	６．総会
	

	　(機能)
	・前年度事業報告の承認

	
	・前年度会計報告の承認

	
	・新年度事業計画の承認

	
	・新年度予算の承認

	
	・役員の改選

	　(開催)
	毎事業年度１回、10月に開催する。

	　(議決)
	・会員の過半数をもって決する

	
	・やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、委任状を提出するものとする


	７．定例会
	

	　(開催)
	・毎月第4木曜日に定例会を開催する(8月は休会)

	
	　1月と6月は合宿例会とする

	　(場所)
	・りんどう湖ロイヤルホテル

	　(時間)
	・18時30分から

	　(会費)
	・一人1000円(合宿例会の会費は別途設定する)

	
	

	８．役員会
	

	　(構成)
	・役員会は、相談役、役員、部長、副部長をもって構成する。

	　(議決)
	・役員会は出席者の過半数をもって決する

	
	

	９．事業年度
	・この会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終る。

	
	

	
	2009年10月22日改正

	
	以上
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